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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技領域を含む前記遊技盤の前面に複数の遊技部材を配置し、前記遊技領域内で遊技球が
流下するようにした弾球遊技機において、
前記遊技盤を透明とし、
前記遊技盤の後面に複数の遊技部材が配置された遊技領域を更に設け、
前面側の遊技領域と後面側の遊技領域の間に、少なくとも前面側から後面側へ遊技球が通
過する球通部と、
遊技球を前面側の遊技領域に供給する発射手段と、
遊技盤の前面側と後面側において、相互に重ならない位置に設けられた入賞口と、
前面側又は後面側に設けられて、上方開口部により前面側入賞口を構成する球受部と、
前記球受部で受けた遊技球を所定の方向へ導いて排出する導出部と、
導出された遊技球の通過を検出する通過センサとを有し、
前記導出部と通過センサの上方には、入賞口以外からの遊技球の進入を防止するカバーが
設けられていることを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
前記通過センサとカバーは、後面側に設けられている請求項１に記載の弾球遊技機。
【請求項３】
遊技盤の前面において、後面側に設けられた入賞口に対向する位置には、後面側の入賞口
の部材を覆う覆部材が設けられている請求項１又は２に記載の弾球遊技機。
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【請求項４】
前記遊技盤の前面及び後面に設けられる釘は、前記遊技盤を厚さ方向に貫通する１本の釘
により構成される請求項１～３のいずれか１に記載の弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾球遊技機に係り、詳しくは、遊技盤が透明であり、遊技盤の前面と後面に
遊技領域を有する弾球遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、パチンコ遊技においては、遊技機に装備されている遊技盤面の遊技領域
には、各種入賞口が設けられている。この遊技領域には、パチンコ球が発射され、上部か
ら下方へバチンコ球が流下する。この際、パチコン球は、障害釘や誘導釘、その他役物等
に接触、通過等しつつ流下し、この際のパチンコ球の動きや、入賞口に入賞することによ
る賞球の払い出しなどにより、興趣性が発揮される。
【０００３】
　また、パチンコ遊技機においては、遊技盤中央に液晶パネルなどを用いた図柄変動表示
装置を設けたものがあり、入賞に応じて抽選状態や抽選結果などの図柄を変動表示するこ
とができるようになっている。このような図柄変動表示装置によっても高い興趣性が発揮
される。
【特許文献１】特開２００４－３４４４３７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に開示されているような遊技機に代表されるように、従来のパチンコ遊
技機では、遊技盤の前面側に遊技領域が設けられており、遊技球の動きは、単一の平面内
における動きとなり、単調なものとなっていた。
【０００５】
　本発明の目的は、遊技盤を透明として、遊技盤の前後面に遊技領域を設けることで、よ
り高い興趣性を有する弾球遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
以上のような問題を解決する本発明は、以下のような構成を有する。 
（１）遊技領域を含む前記遊技盤の前面に複数の遊技部材を配置し、前記遊技領域内で遊
技球が流下するようにした弾球遊技機において、
前記遊技盤を透明とし、
前記遊技盤の後面に複数の遊技部材が配置された遊技領域を更に設け、
前面側の遊技領域と後面側の遊技領域の間に、少なくとも前面側から後面側へ遊技球が通
過する球通部と、
遊技球を前面側の遊技領域に供給する発射手段と、
遊技盤の前面側と後面側において、相互に重ならない位置に設けられた入賞口と、
前面側又は後面側に設けられて、上方開口部により前面側入賞口を構成する球受部と、
前記球受部で受けた遊技球を所定の方向へ導いて排出する導出部と、
導出された遊技球の通過を検出する通過センサとを有し、
前記導出部と通過センサの上方には、入賞口以外からの遊技球の進入を防止するカバーが
設けられていることを特徴とする弾球遊技機。
【０００８】
（２） 前記通過センサとカバーは、後面側に設けられている上記（１）に記載の弾球遊
技機。
【０００９】
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（３）遊技盤の前面において、後面側に設けられた入賞口に対向する位置には、後面側の
入賞口の部材を覆う覆部材が設けられている請求項１又は２に記載の弾球遊技機。
【００１０】
（４） 前記遊技盤の前面及び後面に設けられる釘は、前記遊技盤を厚さ方向に貫通する
１本の釘により構成される上記（１）～（３）のいずれか１に記載の弾球遊技機。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に記載の発明によれば、遊技盤を透明板で構成することによって、遊技盤の後
面に位置する遊技球の視認が可能となったため、遊技盤の前面に加えて、後面側に遊技領
域を設けることが可能となった。このため、片側面のみが遊技領域として使用されていた
従来の遊技機に比較して、遊技領域の面積が略倍に拡張された。このため、入賞口や他の
遊技部材の配置位置などについて、配置スペースの制約が緩和され、設計の幅が広がった
。また、遊技盤の前面側と後面側において、相互に重ならない位置にそれぞれ入賞口を設
けることで、各入賞口への遊技球の球の入り状態の視認を容易とすることができる。
【００１２】
　なお、前面側遊技領域に発射された遊技球は、球通部を介して後面の遊技領域にも流下
する構成となっているので、前面の遊技領域と後面の遊技領域に同時に遊技球が流下する
こととなり、遊技球の流下態様により多くの変化が与えられ、遊技機の興趣性が向上する
。
【００１３】
さらに、遊技盤の両側を遊技領域とした結果、入賞口に入った球の検出を行うセンサに、
入賞口を通過することなく直接検出されてしまう恐れがあるため、カバーを設けることに
より、センサの誤検出を防止することができる。 
請求項２に記載の発明によれば、通過センサとカバーを後面側に設けることによって、視
認されにくくなり、センサやカバーによって、遊技盤面の美観を損なうことが抑制される
。また、従来の前面に取り付けられる入賞口用の通過センサを、そのまま本発明の遊技機
に用いることが可能となる。
【００１４】
請求項３に記載の発明によれば、後面側に設けられた入賞口に対応した、前面の位置に覆
部材を設けることで、後面側の入賞口を構成する部材の素の形状が、遊技者に視認される
ことが防止される。これにより、素の形状が視認されることによって、装飾効果の減殺が
抑制される。また、覆部材に対応する位置の後面側に入賞口が設けられていることを、遊
技者に知らせる効果も発揮される。
【００１５】
請求項４に記載の発明によれば、前面及び後面に設けられる釘は、前記遊技盤を厚さ方向
に貫通する１本の釘により構成されるので、部品点数を減らすことかできる。また、前面
側のみに遊技領域がある場合に比較して、遊技盤に打ち付ける釘数の増加を抑制できるの
で、遊技領域における遊技盤の強度を特に強化する必要性も低くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１は、本実施形態における遊技機を示す図である。以下、本明細書においては、遊技
機に対して、遊技機の遊技者が配置される側を前面又は前側として表現し、遊技者の配置
位置に対して反対側を後面又は後側とする。 
　図１においてパチンコ遊技機１００は、外郭方形枠サイズに形成されて縦長の固定保持
枠を構成する外枠１の開口前面に、外枠１に合わせて方形枠サイズに形成された開閉搭載
用の前枠２を備えている。
【００１７】
　前枠２は、外枠１の正面右側上下に取り付けられたヒンジ金具３Ａ、３Ｂにより外枠１
に対して開閉可能に取り付けられ、さらに、外枠１の正面左側に設けられた施錠装置１２
によって閉鎖状態に保持されるようになっている。 
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　前枠２の内側には、前枠２の内側に嵌合される内側部材２０が設けられている。内側部
材２０の内側には、さらに遊技盤３が収容支持される。また、内側部材２０の後面側には
、表示装置６１が設けられている。内側部材２０は、前枠２の内側に嵌合される枠部２０
１と、枠部２０１の内側全面を覆う板部２０２とを有し、枠部２０１と板部２０２とで画
成された内側収納部内に、遊技盤３が収納保持される。また、内側部材２０の少なくとも
板部２０２は、透明な材料で構成され、この透明部分に、表示装置６１の画面が重ねて配
置される。
【００１８】
　表示装置６１は、例えば液晶表示装置で構成され、内側部材２０の板部２０２のほぼ前
面に表示画面が重ねられ、正面側から表示画面が視認できる構成となっている。遊技盤３
の後面３０Ｂと、板部２０２の間には、空間が形成され、後述する遊技領域６Ｂが形成さ
れる。このように、内側部材２０は、遊技領域を形成するための介挿材（スペーサ）とし
て機能し、また、遊技盤３を前枠２に固定するための保持部材としても機能する。さらに
、板部２０２は、表示装置６１の画面を保護する保護部材としても機能する。
【００１９】
　前枠２には、透明板２１が取り付けられるガラス枠２２が、正面右側上下に取り付けら
れたヒンジ金具を介して開閉可能に設けられている。ガラス枠２２には、後方へ突出した
棒状の支持部２２ａ、２２ｂが設けられ、この支持部２２ａ、２２ｂに透明板２１が取り
付けられ、支持される。ガラス枠２２の中央には窓２２０が設けられ、後述の遊技領域６
Ｆ、６Ｂを遊技者が視認できる構成となっている。
【００２０】
　図２は、遊技盤３、表示装置６１、透明板２１との位置関係を示す断面模式図である。
図２に示されているように、遊技盤３は、ガラス枠２２を閉じた状態で、ガラス枠２２の
透明板２１と、内側部材２０の板部２０２との間に配置され、内側部材２０を介して前枠
２の内側に支持されている。遊技盤３は、前枠２に直接支持されていてもよい。
【００２１】
　遊技盤３は、透明板で構成されており、遊技盤３の前面側及び後面側を視認できる構成
となっている。遊技盤３は、後述する遊技領域６Ｆ、６Ｂ及び表示装置６１に対応する部
分のみ透明な材質で構成されていてもよい。遊技盤３の前面３０Ｆと透明板２１との間に
、前面側遊技領域６Ｆが、内側部材２０の板部２０２と遊技盤３の後面３０Ｂとの間に、
後面側遊技領域６Ｂが形成される。
【００２２】
　図３は、遊技盤３の全体斜視図である。遊技盤３の前面側には、遊技球の発射レール３
２が設けられている。発射レール３２の基端は、遊技盤３の下端に達し、発射装置から発
射された遊技球が該基端開口部に投入される。投入された遊技球は、発射レール３２内に
取り込まれ、発射レール３２は、遊技球を遊技領域の上方へ導く。発射レール３２の先端
は、前面側遊技領域６Ｆの上部に位置し、遊技球を発射する発射口３２２となっている。
【００２３】
　前面側遊技領域６Ｆ、後面側遊技領域６Ｂ、共に円弧状のガイドレール６３Ｆ、６３Ｂ
等に囲まれ構成されている。各遊技領域６Ｆ、６Ｂには、それぞれ役物や釘等が適宜配置
されている。 
　前枠２の前面下部側でガラス枠２２の下方には、球受け皿を構成している一体皿等が設
けられる皿ユニット１３が、前枠２に開閉可能に支持されている。皿ユニット１３は、図
示しない施錠装置により通常、閉鎖状態に保持されている。皿ユニット１３には、パチン
コ球が存在する皿部だけではなく、皿部の正面右側下部に発射ハンドル（図示せず）が、
そして、正面左側下部に灰皿等（図示せず）が設けられている。 
　表示装置６１の下方には、アウト球を回収するアウト口１１１が設けられており、アウ
ト口１１１は、後面側遊技領域６Ｂの下端に対応する場所に位置している。
【００２４】
　次に遊技盤３と、その前面及び後面に位置する遊技領域６Ｆ、６Ｂの構成について説明
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する。図２及び図３に示されているように、遊技盤３の前面３０Ｆ及び後面３０Ｂには、
役物、釘等からなる遊技部材が配置されている。また、遊技盤３の上部には、遊技盤３を
厚さ方向に貫通する貫通孔が形成され、この貫通孔により、前面側遊技領域６Ｆから後面
側遊技領域６Ｂへ遊技球を導く球通部６２が設けられている。また、この球通部６２の前
面側には、導入装置６３が設けられている。導入装置６３は、鉛直上方に開口する導入口
６３１を有し、流下する遊技球を導入口６３１で受ける。導入口６３１に入った遊技球は
、球通部６２へ導かれる。発射レール３２から前面側遊技領域６Ｆに投入された遊技球が
、この導入口６３１に投入された場合には、球通部６２によって、後面側遊技領域６Ｂへ
導かれる。つまり、導入装置６３と球通部６２によって、遊技盤３の前後面に設けられた
２つの遊技領域６Ｆ、６Ｂを、双方使用することができることとなる。
【００２５】
　遊技盤３の前面及び後面の盤面には、障害釘４１、誘導釘４２や道釘４４等が設けられ
ており、この実施形態においては、遊技盤３を貫通する１本の釘により、前後側面の釘が
構成されている。この実施形態では、前面側から後面側へ貫通する釘が設けられている。
このように、１本の釘により、両面の釘を兼用することによって、部品点数の増加を抑制
できる。また、遊技盤３の組立て工程を単純化できる。また、前面側から後面側遊技領域
６Ｂを視認した場合に、後面側遊技領域６Ｂに設けられている釘は、前面側遊技領域６Ｆ
の影になり、視界に入りにくくなるので、盤面の見栄えを損なわないなどの効果がある。
【００２６】
　両側の遊技領域６Ｆ、６Ｂの下部には、役物が設けられている。即ち、始動入賞口５Ｆ
、５Ｂと、入賞口７Ｆ、７Ｂ等である。始動入賞口５Ｆ、５Ｂについて説明する。始動入
賞口５Ｆ、５Ｂは、前面側遊技領域６Ｆ、後面側遊技領域６Ｂの下部中央部にそれぞれ設
けられており、それぞれ遊技盤３を挟んで反対側に位置している。この実施形態では、従
来の遊技盤の前面側のみが遊技領域である場合に使用される役物を構成する部材で、始動
入賞口５Ｆ、５Ｂが構成されている。
【００２７】
　図４は、始動入賞口５Ｆ、５Ｂを示す全体斜視図、図５は同じく全体平面図、図６は、
同じく全体側面図である。始動入賞口５Ｆは、前面側遊技領域６Ｆにおいて、前側に突出
して設けられた球受部５１の、鉛直上向きの開口により構成される。球受部５１は、遊技
盤３を厚さ方向に貫通する溝状に形成された貫通部材５２に接続され、導球部材である該
貫通部材５２の後面側端部には、鉛直上向きに開放した開口をする球排出部材５３が接続
されている。導出部材である球排出部材５３は、遊技盤面に添って遊技球を排出する排出
口５３１を有し、該排出口５３１には、開口を鉛直方向に向けた通球検出部５４１を有す
る通過センサ５４が設けられている。前面側始動入賞口５Ｆに入った遊技球は、球受部５
１内から貫通部材５２へ転動し、球排出部材５３内へ移動し、排出口５３１より排出され
る。この排出の際に、遊技球は、通球検出部５４１を通過し、通過センサ５４により、入
賞が検出される。又、後面側始動入賞口５Ｂに入った遊技球は、球排出部材５３内から排
出口５３１より排出され、この際同様に入賞が検出される。
【００２８】
　このように構成される始動入賞口５Ｆ、５Ｂは、従来の前面側遊技領域のみが設けられ
ているパチンコ遊技機に使用される入賞口に使用される部材と同じものであり、後面側の
球排出部材５３の開口を入賞口として利用するものである。従って、後面側の入賞口用の
部品を、改めて用意する必要がないといった効果がある。遊技盤３の後面側において、通
過センサ５４の通球検出部５４１の鉛直上方に、球避けカバー５４２が設けられている。
球避カバー５４２によって、始動入賞口５Ｆ、５Ｂを通過することなく、通球検出部５４
１に遊技球が直接投入されることが防止される。また、始動入賞口５Ｆ、５Ｂの上方には
、２つの命釘４３、４３が設けられ、これらの釘も前後面に貫通する釘が用いられている
。通過センサ５４の通球検出部５４１を一度通過した遊技球は、他の入賞口に入ることな
く、下端のアウト口１１１で回収される。
【００２９】
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　一方、他の入賞口７Ｆ、７Ｂが始動入賞口５の両側にそれぞれ設けられ、左側の入賞口
７Ｂが後面側遊技領域６Ｂに、右側の入賞口７Ｆが、前面側遊技領域６Ｆにそれぞれ設け
られている。 
　図７は、前面側遊技領域６Ｆにおける入賞口７Ｆの構成を示す全体斜視図である。入賞
口７Ｆは、始動入賞口５Ｆと同様に、前側に突出して設けられた球受部７１と、遊技盤３
を厚さ方向に貫通する溝状に形成された貫通部材７２と、球排出部材７３と、通球検出部
７４１を有する通過センサ７４とを備えている。そして、球受部７１の鉛直上向きに設け
られた開口により入賞口７Ｆが構成され、排出部材７３は、球受部７１が受けた遊技球を
排出する排出口７３１を有し、該排出口７３１に通過センサ７４が設けられている。
【００３０】
　そして、通球検出部７４１と排出部材７３の開口との鉛直上方には、球避カバー７５が
設けられ、後面側遊技領域６Ｂにおいて、通球検出部７４１と排出部材７３内に遊技球が
投入されることを防止している。このような構成により、入賞口７Ｆは、後面側遊技領域
６Ｂではなく、前面側遊技領域６Ｆにおいて流下する遊技球を受け得る入賞口として設け
られる。
【００３１】
　図８は、後面側遊技領域６Ｂにおける入賞口７Ｂの構成を示す全体斜視図である。入賞
口７Ｂは、球受部７５を、遊技盤３の後面側に有し、球受部７５は、受けた遊技球を排出
する排出口７５１を備える。排出口７５１には、鉛直上方に開口する通球検出部７６１を
有する通過センサ７６が設けられている。この通過センサ７６の鉛直上方にも、球避カバ
ー７７が設けられ、直接通球検出部７６１に遊技球が落下することを防止している。
【００３２】
　また、球受部７５が設けられている位置に対応した、遊技盤３の前面には、球受部は設
けられず、覆部材である目隠し７８が設けられ、前面側から入賞口７Ｂを構成する部材が
見えないように構成されている。また、目隠し７８は、入賞口７Ｂの位置が、前面側から
解るようにする標識としても機能する。このような構成とすることにより、入賞口７Ｂは
、後面側遊技領域６Ｂを流下する遊技球を入賞口に受ける構成となっている。このように
、入賞口７Ｆ、７Ｂは、それぞれ別の位置に、別個に配置され、それぞれの位置において
、遊技球の入賞を検出する。前面側遊技領域６Ｆと後面側遊技領域６Ｂとにおいて、それ
ぞれ独自に入賞口７Ｆ、７Ｂを設けることにより、入賞口配置パターンの選択の幅が倍増
し、より興趣性に富んだ遊技の作成が可能となる。
【００３３】
　遊技盤３の下端には、いずれの入賞口にも入らなかったアウト球を回収する回収口３４
が形成されている。回収口３４は、遊技盤３を厚さ方向に貫通する孔であり、前面側遊技
領域６Ｆを流下したアウト球は、回収口３４を通過して、本体側のアウト口１１１に回収
される。
【００３４】
　以上のような構成において、発射レール３２から、前面側遊技領域６Ｆに投入された遊
技球は、最初に前面側遊技領域６Ｆ内を流下する。そして、流下する遊技球の内、導入口
６３１内に投入された遊技球は、球通部６２を通って、後面側遊技領域６Ｂへ導かれる。
このように、同時に、前面側遊技領域６Ｆ内と、後面側遊技領域６Ｂ内とを遊技球が流下
するので、前面と後面で遊技球の動きが重なるなど、遊技球の動きが変化に富み、興趣性
が向上する。
【００３５】
　また、本発明の弾球遊技機は、各入賞口５Ｆ、５Ｂ、７Ｆ、７Ｂに入賞した遊技球は、
遊技領域外へ排出されず、そのまま後面側遊技領域６Ｂ内を流下する。入賞球の排出ルー
トを設ける必要がない。また、一度入賞した遊技球が他の入賞口に入ることを防止するた
め、各入賞口５Ｆ、５Ｂ、７Ｆ、７Ｂは、略同じ高さ位置に配置されている。
【００３６】
　さらに、一度入賞した遊技球は、本体内に収容されることなく、アウト口１１１まで流
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下するので、視認できる球数が減らず、視覚的に変化が増し、遊技者を飽きさせない。ま
た、道釘４４等の釘や、風車などを有する遊技部材を、前後面で同じ位置に設けることに
より、盤面の見栄えを損なうことなく、構成することができ、共通の部材を用いることが
可能となり、部品点数の増加を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の遊技機の全体分解斜視図である。
【図２】遊技機における遊技盤部分の断面側面図である。
【図３】遊技盤の全体斜視図である。
【図４】始動入賞口を示す全体斜視図である。
【図５】始動入賞口の全体平面図である。
【図６】始動入賞口の全体側面図である。
【図７】前面側入賞口の構成を示す全体斜視図である。
【図８】後面側入賞口の構成を示す全体斜視図である。
【符号の説明】
【００３８】
１００　　パチンコ遊技機
１　　外枠
１１　　開口前面
１１１　アウト口
１２　　施錠装置
１３　　一体皿
２　　前扉
２０　　前枠
２１　　透明板
２２ａ、２２ｂ　　支持部
３Ａ、３Ｂ　　ヒンジ金具
３　　遊技盤
３２　　発射レール
３２１　　接続口
４１　　障害釘
４２　　誘導釘
４３　　命釘
５Ｆ、５Ｂ　　始動入賞口
５１　　球受部
５２　　貫通部材
５３　　球排出部材
５３１　　排出口
５４　　通過センサ
５４１　　通球検出部
５４２　　球避カバー
６Ｆ　　前面側遊技領域
６Ｂ　　後面側遊技領域
６１　　表示部
６１１　　カバー
６２　　球通部
６３１　　導入口
７　　入賞口
７１　　球受部
７２　　貫通部材
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７３　　球排出部材
７３１　　排出口
７４　　通過センサ
７４１　　通球検出部
７４２　　球避カバー
７５　　球受部
７５１　　排出口
７６　　通過センサ
７６１　　通球検出部
７７　　球避カバー
７８　　目隠し

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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